
  
 

 

 

 

令和５年度採用職員採用試験に係る「追加募集等」を行います！ 

～事務（福祉）、事務（福祉）ＳＶ、事務（心理）ＳＶ、土木、建築、機械、 

造園、事務（主に歴史的公文書等整理に関する事務）、管理栄養士～ 

 

尼崎市は、令和５年度向け職員採用に係る追加募集及び新規募集を次のとおり行います。 

追加募集における「事務（福祉）」、「土木」、「建築」、「機械」、「造園」では、年齢要件を５歳

（大学卒：４０歳→４５歳、短期大学・高等専門学校卒：３８歳→４３歳、高等学校卒：３６

歳→４１歳）引き上げるとともに、事務（福祉）ＳＶ（※係長級採用）の受験要件を緩和して

います。 

受験資格など詳細については別紙のとおり。 

１ 試験区分 

【追加募集】 

事務（福祉）、事務（福祉）ＳＶ※、事務（心理）ＳＶ※、土木、建築、機械、造園 

※ 係長級採用 

   【新規募集】 

    事務（主に歴史的公文書等整理に関する事務）、管理栄養士 

２ 申込期間 

令和４年１１月９日（水）～２３日（水）までに 

インターネット申込（専用フォームから） 

 

 

 

以 上   

令和４年１０月２８日 
所 属 人事課 
所属長 木山 幸介 
電 話 06－6489－6177 

市ホームページ 
当該試験ページ 



【 別紙 】

受験資格等

学歴 専攻学科 生年月日 その他

① 事務（福祉） １０人程度
昭和５２年４月２日以降に
生まれた人
（満４５歳まで）

社会福祉士に登録されている人又は精神保健福祉士に登録されてい
る人又は令和５年３月までに上記国家試験に合格のうえ、登録申請
済となる人

② 事務（福祉）ＳＶ
【係長級採用】

若干名
昭和４１年４月２日以降に
生まれた人
（満５６歳まで）

社会福祉士に登録されている人又は精神保健福祉士に登録されてい
る人かつ児童相談所における指導教育担当児童福祉司（SV（スー
パーバイザー））としての実務経験を有する人又は児童相談所にお
ける児童福祉司として１０年以上の実務経験を有する人

③ 事務（心理）ＳＶ
【係長級採用】

若干名
昭和４１年４月２日以降に
生まれた人
（満５６歳まで）

臨床心理士又は公認心理師資格を有する人かつ児童相談所において
児童心理司として１０年以上の実務経験を有する人

④ 土木 若干名
土木の職に関する専
門課程を修了した人
又は修了見込みの人

⑤ 建築 若干名
建築の職に関する専
門課程を修了した人
又は修了見込みの人

⑥ 機械 若干名
機械の職に関する専
門課程を修了した人
又は修了見込みの人

⑦ 造園 若干名
造園の職に関する専
門課程を修了した人
又は修了見込みの人

⑧ 事務（主に歴史的公文
書等整理に関する事務）

若干名 大学

歴史学またはアーカ
イブズ学を専攻し卒
業した人または卒業
見込みの人

昭和５７年４月２日以降に
生まれた人
（満４０歳まで）

⑨ 管理栄養士 若干名
昭和６２年４月２日以降に
生まれた人
（満３５歳まで）

管理栄養士免許を有する人又は令和５年３月までに上記国家試験に
合格のうえ、登録申請済みとなる人
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試験区分 募集人数

大学

試験内容

【左記①④⑤⑥⑦⑨】

●ＳＰＩ適性検査（テストセンター
方式）
　期間：１１月２５日（金）～
１２月５日（月）
●集団討論、個人面接
　１２月中のいずれか指定する日

【左記②③】
●小論文、個人面接
　１２月中のいずれか指定する日

【左記⑧】
●ＳＰＩ適性検査（テストセンター
方式）
　期間：１１月２５日（金）～
１２月５日（月）
●小論文
　提出期限：受験票ダウンロード可
能日から令和４年１２月１０日
（土）まで
●個人面接
　１２月中のいずれか指定する日

令和５年３月卒業見込みの人、又は卒業した人

※大学
昭和５２年４月２日以降に

生まれた人
（満４５歳まで）

※短期大学
※高等専門学校

昭和５４年４月２日以降に
生まれた人

（満４３歳まで）

※高等学校
昭和５６年４月２日以降に

生まれた人
（満４１歳まで）

大学
短期大学

高等専門学校
高等学校

問わない

造園の試験区分のうち、１級造園施工管理技士または
技術士（建設部門（都市及び地方計画合格者)）資格を
有する方は１次試験を免除します。

土木の試験区分のうち、１級土木施工管理技士または技
術士（建設部門）資格を有する方は１次試験を免除しま
す。

建築の試験区分のうち、建築士（一級・二級）または
設備設計一級建築士資格を有する方は１次試験を免除
します。

機械の試験区分のうち、設備設計一級建築士、技術士

（機械部門）またはエネルギー管理士資格を有する人

は１次試験を免除します。ただし、以下の要件があり

ます。

①大学（短期大学を除く）で機械に関する専門課程を

修了して卒業後、エネルギー管理士資格を有している

人は、民間企業等における正社員としての実務経験年

数が3年以上必要

②短期大学、高等専門学校で機械に関する専門課程を

修了して卒業後、エネルギー管理士資格を有している

人は、民間企業等における正社員としての実務経験年

数が5年以上必要

③高等学校で機械に関する専門課程を修了して卒業後、

エネルギー管理士資格を有している人は、民間企業等

における正社員としての実務経験年数が7年以上必要


